
申請先及び問合先
〒426-8677　静岡県藤枝市駿河台4丁目1番11号　藤枝市立総合病院　病院人事課あて

☎ 054-646-1111（内線7122）　FAX 054-646-1122
E-mai l：kanr i@hospital . fuj ieda.shizuoka. jp

※毎月末に指定された本人口座に振り込みます。（無利子での貸付けとなります。）

申請期限

小論文

個人面接

月　  日    令和 8 年度 短大・専門学校生

大学生 
月18      （土） 実施

申請方法

１　医学生等修学資金貸付申請書兼誓約書（第１号様式）

２　在学証明書

３　学業成績証明書

４　戸籍抄本又は戸籍登録事項一部証明書

５　住民票抄本

６　履歴書（写真添付）

７　連帯保証人（２人）の印鑑証明書

令和8年4月入学予定の方は、2・3の書類の代わりに合格通知証の写し
を同封してください。
申請に必要な１及び６の様式は、ホームページからダウンロードでき
ます。また、ご連絡いただければ郵送します。

募集人数

貸付金額

20名程度
５万円

以下の書類を、藤枝市立総合病院（病院人事課）まで郵送又は

直接持参してください。

対　象 貸付けの決定

月額

申請資格

１　保健師助産師看護師法の規定に基づき、文部科学大臣が指定し
　　た学校若しくは都道府県知事の指定した養成施設に在学中又は
　　令和8年4月に入学予定の方
２　大学・短期大学等を卒業後、直ちに当院の常勤の看護師又は助産
　　師として、勤務する意思を有している方

３　地方公務員法における欠格条項に該当する者でないこと

次のすべてに該当する方。

必ずお読みください。

２ 貸付開始時期 令和8年4月から正規の修学期間の修了する年度
末まで。（貸付決定の月に4月分からの貸付決定月分を一括支払い）

３ 休学中又は停学処分を受けている期間は貸付けを停止します。

１ この修学資金貸付決定は、将来における採用試験時の合格を
約束するものではありません。決定を受けた場合でも退学や
当院の採用試験不合格等、この制度の目的を達成する見込み
がなくなったときには、既に貸付けた修学資金の全額を一括
で返還していただきます。

当院看護師又は助産師として勤務する期間が、修学資金の貸付
けを受けた期間に達したとき、償還義務の免除となります。

４

貸付条件

日    程

令和 8年受付期間

適性検査、小論文及び面接を

行います。

詳細については、後日郵送に

て連絡します。日

3 （金）必着4

4

…

…

木 金3 5 4 3

ホームページはこちら

詳細は、広報ふじえだ（3月号）にてご確認ください。予定


